
平成２５年６月２４日 

独立行政法人日本学術振興会 

次期中期目標期間への積立金の 

繰り越しについて 



１ 

種別 承認申請額（円） 
財源に充てようと 
する業務内容 

前払費用 65,299,410 

(概要) 

 本会及び海外研究連絡
センター事務所賃借料等
の前払（平成２５年４月）分 
 
(繰越理由) 

 事務所賃借料等として
キャッシュ(現金)を支出済
であるが、前払分は費用
化されていないため運営
費交付金債務は収益化さ
れていない。 

 よって、この分を国庫返
納金に含めた場合、支出
済の額を更に国庫に納め
ることとなり、決算上キャッ
シュが赤字となることから、
繰越を必要とする。 

種別 承認申請額（円） 
財源に充てようと 
する業務内容 

旅費仮払金 12,084 

(概要) 

 ホテル宿泊料（予約時前
払金） 
 
(繰越理由) 
 平成25年度に開催する
シンポジウムで利用する
ホテルの予約に対し、出
席者の宿泊料の一部を仮
払金として直接ホテルに
支払ったもの。キャッシュ
(現金)を支出済であるが、
仮払期間分は費用化され
ていないため運営費交付
金債務は収益化されてい
ない。 

 よって、この分を国庫返
納金に含めた場合、支出
済の額を更に国庫に納め
ることとなり、決算財務上
キャッシュが赤字となるこ
とから、繰越を必要とする。 

  

計 

 

65,311,494 
  

 繰越金内訳について 



○独立行政法人日本学術振興会法（平成十四年十二月十三日法律第百五十九号）（抄） 

 

（積立金の処分）  

第二十条  振興会は、通則法第二十九条第二項第一号 に規定する中期目標の期間（以下この項において「中期目
標の期間」という。）の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項 又は第二項 の規定による整理を行った後
、同条第一項 の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額
を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項 の認可を受けた中期計画（同項 後
段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの）の定めるところにより、当該次の中期目標の期間に
おける第十五条に規定する業務の財源に充てることができる。 

 

２  文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人評価委
員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議しなければならない。  

 

３  振興会は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除して
なお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。 

 

４  前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。 

 

２ 

 【参 考】 


